
一般社団法人ひろしま好きじゃけんコンソーシアム規約 

 

令和 3 年 10 ⽉ 22 ⽇ 制定 

令和 4 年 1 ⽉ 21 ⽇ 改正 

令和 5 年 9 ⽉ 27 ⽇ 改正 

 

(名称) 

第 1 条 本コンソーシアムは、一般社団法人ひろしま好きじゃけんコンソーシアム(以下「本

コンソーシアム」という。) 

と称する。 

  

(⽬的) 

第 2 条 本コンソーシアムは、地域が保有する人材育成、研究開発及び新産業創出等に係る

様々な知見を統合することで、産学官金と連携したエコシステムを構築し、新たなビジネス

モデルや付加価値の創出を図り、地域経済の活性化に貢献することを⽬的とする。 

  

(事業) 

第 3 条 本コンソーシアムは、前条の⽬的を達成するため、次に掲げる事業（以下「本サー

ビス」という。）を⾏う。 

１．産学官金の課題解決等に向け、ＤＸを活用したマッチング業務 

２．産学官金との協働による人材育成及び人材交流の促進 

３．ベンチャー企業の創出・支援及びこれらの⽬的に資する法人等への出資 

４．産学官金連携等に関する情報の受発信  

５．前各号に附帯関連する一切の事業 

 

(会員) 

第 4 条 本コンソーシアムの会員は、企業、団体、⾃治体、⼤学⼜は個人及び有識者等（以

下「会員」という。）とする。 

2 本コンソーシアムの会員の種別及びその資格要件は、次のとおりとする。 

(1)正会員 

当法人の事業に関する意思決定を有する個人⼜は団体 

(2)賛助会員 

当法人の⽬的・事業に賛同して入会した個人⼜は団体 

①ゴールド会員 

本コンソーシアムの⽬的及び事業内容に賛同し、⽉額会費 5 ⼝以上を納める会員 

② シルバー会員 



本コンソーシアムの⽬的及び事業内容に賛同し、⽉額会費 3 ⼝以上を納める会員 

③ ブロンズ会員 

 本コンソーシアムの⽬的及び事業内容に賛同し、⽉額会費 1 ⼝以上を納める会員 

④ 特別連携会員 

本コンソーシアムの事業活動に特別に寄与すると第 11 条に規定する運営会議が認めた会

員。なお、特別連携会員の会費は、無料とする。 

 

(入会) 

第 5 条 本コンソーシアムへの入会を希望する者は、別に定める入会申込書を代表機関に提

出するものとする。 

 

(反社会的勢⼒の排除) 

第 6 条 会員は、入会時および将来にわたって、次の各号の一に該当しないことを表明、確

約する。 

(1) 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、

特殊知能暴⼒集団、その他これらに準じる者（以下、総称して「反社会的勢⼒」という。）

であること。 

(2) 反社会的勢⼒が、実質的に経営を支配し、⼜は経営に関与していること。 

(3) 反社会的勢⼒に⾃⼰の名義を利用させ、会員になること。 

(4) 反社会的勢⼒に対して資金等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていること。 

(5) 反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有していること。 

2 会員は、⾃らまたは第三者を利用して、本コンソーシアム、他の会員⼜はそれらの関係者

に対し、詐術、暴⼒的⾏為、脅迫的⾔辞を用いる⾏為、法的な責任を超えた不当な要求⾏為、

相⼿⽅の信用を毀損し⼜は相⼿⽅の業務を妨害する⾏為、その他これらに準ずる⾏為をし

ないことを表明、確約する。 

3 会員は、前２項の表明、確約に違反した場合⼜は違反が判明した場合には、本コンソーシ

アムは、何らの催告を要せずに、書⾯による通知をもって当該会員を除名することができる。 

  

(会費) 

第 7 条 会費は、一⼝⽉額 1 万円とする。 

2 会費を請求後、入金を指定した期⽇より 3 か⽉以内に入金がない場合は、入会もしくは

会員の⾝分を取り消すことができる。 

3 既納の会費は、退会、その他の理由によって返還しない。 

 

(退会) 

第 8 条 会員は、会員の意思・申し出により任意に退会することができる。 



 

(役員) 

第 9 条 本コンソーシアムに、次の役員を置く。 

(1)理事 ３ 人（うち 1 人を代表理事とする） 

 

(2) 監事 １ 人 

2 代表理事は、本コンソーシアムを代表し、その業務を総理する。 

3 理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるときは、その職務を代⾏する。 

5 監事は、本コンソーシアムの財務及び事業運営を監査する。 

6 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員

総会の終結の時までとする。ただし、補欠により選任された理事の任期は、前任者の残存期

間と同一とする。 

7 監事の任期は、選任後４年とする。ただし、補欠により選任された監事の任期は、前任者

の残存期間と同一とする。 

 

(意思決定) 

第 10 条 本コンソーシアムに、本コンソーシアムの事業計画の企画・⽴案及び運営に関す

る重要な事項を審議するため理事会を置く。 

2 理事会は、役員をもって構成する。 

3 理事会は、代表理事が招集する。 

4 代表理事に事故若しくは支障があるときは、各理事が理事会を招集する。 

 

(守秘義務) 

第 11 条 会員は、本コンソーシアムの活動に関連して他の会員より開⽰若しくは提供を受

け、⼜は知り得た技術上若しくは営業上の一切の情報について、相⼿先の事前の同意がない

限り、これを第三者に漏洩開⽰してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するも

のについては、この限りでない。 

(1) 情報開⽰⼜は提供の時点で既に公知となっているもの 

(2) 情報開⽰⼜は提供の時点後に相⼿先が公開⼜は相⼿先の同意の下に第三者が公開した

もの 

(3) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を有することなく入⼿したもの 

 

(コンソーシアムの終了) 

第 12 条 本コンソーシアムは、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散す

る。 

2 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団



法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第 17号に掲げる法人に贈与するものと

する。 

 

(事務局) 

第 13 条 本コンソーシアムの事務局は、広島県東広島市鏡山一丁⽬３番２号に置く。 

 

(運営経費) 

第 14 条 本コンソーシアムの運営経費は、会員からの会費、寄附金及びその他の収入をも

って充てる。 

2 運営経費は、事務局が適切な会計処理により出納管理する。 

 

(会計年度) 

第 15 条 本コンソーシアムの会計年度は、毎年 7 ⽉ 1 ⽇から翌年 6 ⽉ 30 ⽇までとす

る。 

 

（本コンソーシアムの免責） 

第 16 条 本コンソーシアムは、会員の利用によるオープンイノベーションの実現性、掲載

された情報の正確性、会員の保有する資源の有用性等、本コンソーシアムの効果および会員

に関する何らの保証も⾏わないものとする。 

2 本コンソーシアムは、事務局を介さない会員間のやり取り及びその内容等に関し、会員に

何らかの損害・不利益等が⽣じた場合でも、何らの責任を負わないものとする。 

3 会員は、会員のコンピューター端末におけるシステム環境により、本サービスの一部また

は全部を利用できない場合があることをあらかじめ了承するものとする。なお、この場合、

本コンソーシアムは会費を返金する義務を負うものではないこととする。 

4 その他、投稿内容により発⽣した他の会員または第三者の損害等については、当該会員ま

たは第三者の間で協議して解決するものとし、本コンソーシアムでは一切の補償をしない

こととする。 

 

（アカウントの管理） 

第 17 条 会員は、利用に際して登録した情報（以下、「登録情報」という。メールアドレス

や ID・パスワード等を含む）について、⾃⼰の責任の下、任意に登録、管理するものとす

る。会員は、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買などをしてはな

らないものとする。 

2 会員は、登録情報の不正使用によって本コンソーシアムまたは第三者に損害が⽣じた場

合、本コンソーシアムおよび第三者に対して、当該損害を賠償するものとする。 

3 登録情報が盗用されまたは第三者に利用されていることが判明した場合、会員は直ちに



その旨を本コンソーシアムに通知するとともに、本コンソーシアムからの指⽰に従うもの

とする。 

 

（本規約の変更） 

第 18 条 本コンソーシアムは、必要と認めた場合、本規約を変更できるものとする。本規

約を変更する場合、変更後の本規約の施⾏時期及び内容をウェブサイト上での掲⽰その他

の適切な⽅法により周知し、または会員に通知するものとする。ただし、法令上会員の同意

が必要となるような内容の変更の場合には、本コンソーシアム所定の⽅法で会員の同意を

得るものとする。 

 

（協議） 

第 19 条 本規約に定めのない事項または本規約の条項について疑義が⽣じた場合、双⽅誠

意をもって協議し、円満に解決するよう努めるものとする。 

 

(雑則) 

第 20 条 この規約に定めるもののほか、会員に付随する権利及び会費納入⽅法等、本コン

ソーシアムの運営上必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

1 この規約は、令和 3 年 10 ⽉ 22 ⽇から施⾏する。 

2 この規約は、令和 4 年 1 ⽉ 21 ⽇から施⾏する。 

3 第 8 条第 1 項の規定にかかわらず、この規約の施⾏の⽇から令和 4 年 8 ⽉ 31 ⽇ま

での会費は、無料とする 

4 この規約は、令和 5 年 9 ⽉ 27 ⽇から施⾏する。 


